
○美咲町測量及び建設コンサルタント業務委託契約指名競争入札参加資格審査

要領 

平成１７年３月２２日 

訓令第６９号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１

１第２項の規定により、測量業務及び建設コンサルタント業務（土木建築に関する

工事の設計、監理、調査、企画、立案又は助言を行うことの請負又は受託を行う業

務をいう。）の委託契約に係る指名競争入札（以下「入札」という。）に参加する

者に必要な資格及び当該資格の審査について必要な事項を定めるものとする。 

（入札に参加できない者） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者 

（２） 営業又は事業に関し法律上必要とされている資格を有していない者 

（３） 第４条第１項の規定による入札参加資格審査を受けていない者 

（４） 第４条第２項の測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請書

（添付書類を含む。）に故意に虚偽の記載をした者 

（入札参加の停止） 

第３条 町長は、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する

と認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して２年間を限度とする期

間を定めて入札に参加させないこと（以下「入札参加の停止」という。）ができる。

その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者について

も、同様とする。 

２ 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原

因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行

又は業務の施行上支障がないと認められるときは、町長は、当該入札参加の停止の

期間を短縮することができる。 

（入札参加資格審査の申請） 

第４条 入札に参加しようとする者は、隔年ごとに、次条の入札参加資格審査を受け

なければならない。 

２ 入札参加資格審査の申請は、定期申請と追加申請の２種類とする。 

（１） 定期申請 平成２８年及びこれを初年とする２年目ごとの年（以下「定期

申請年」という。）の２月１日から翌月２０日まで 

（２） 追加申請 定期申請の翌年の２月１日から２月１５日まで 

３ 次条の入札参加資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、町

長が別に定める測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請書に次に掲

げる書類を添付して、前項の申請の種類に応じた期間に町長に申請しなければなら

ない。 



（１） 経営規模等総括表 

（２） 業者カード 

（３） 測量等実績調書 

（４） 技術者経歴書 

（５） 営業又は事業に関し法律上必要とする登録の証明書 

（６） 営業経歴書又は事業経歴書 

（７） 申請者が法人である場合においては商業登記簿の謄本及び代表者の身分証

明書、個人である場合においては身分証明書 

（８） 申請者が法人である場合においては入札参加資格審査の申請をする日の属

する年度の１０月１日（以下「審査基準日」という。）の直前１年の各事業（営

業又は事業）年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分に関する書類、個人

である場合においては審査基準日の直前１年の各事業（営業又は事業）年度の貸

借対照表及び損益計算書 

（９） 美咲町に納税義務のある者は、美咲町長が証明した町税（延滞金等を含む。）

の完納証明書（納付を要しない者については、申立書） 

（１０） 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状及び受任者の身

分証明書 

（１１） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類 

４ 前項の規定により申請した者で、申請内容に変更があったときは、直ちにその旨

の変更届出書を町長に提出しなければならない。 

（入札参加資格審査） 

第５条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請した者について、その内容を審

査するものとする。 

２ 前項の規定による入札参加資格は、定期申請を行った者にあっては申請した年の

６月１日から翌々年の５月３１日までの間、追加申請を行った者にあっては申請し

た年の４月１日から翌年の５月３１日までの間入札参加資格を有するものとする。 

（入札参加資格審査会） 

第６条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他町長が必要と認めた事項の審議

を行わせるため、入札参加資格審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会の組織は、次のとおりとする。 

（１） 会長 副町長 

（２） 副会長 政策推進監、総務課長 

（３） 審査員 理財課長、地域みらい課長、住民生活課長、上下水道課長、建設

課長、検査員、旭総合支所長及び柵原総合支所長 

（４） 審査会の会議は、定時審査会及び臨時審査会とし、定時審査会は定期申請

の年ごとに年１回、臨時審査会は追加申請の年及び会長が必要と認めたとき開催

するものとする。 

（５） 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長に事故がある



ときは、副会長がその職務を代理する。 

（６） 審査員は、審査会の会議に出席できない場合は、あらかじめ指定した者に

代理出席させることができる。 

（７） 審査会の会議は、公開しない。 

（８） 何人も審査会の会議の内容を、他に漏らしてはならない。 

（９） 審査会の事務局を入札参加資格審査担当課に置く。 

（その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定

めるものとする。 

附 則 

この訓令は、平成１７年３月２２日から施行する。 

附 則（平成１７年７月１日訓令第９３号） 

この訓令は、平成１７年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日訓令第９号） 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年８月３０日訓令第２１号） 

この訓令は、平成１８年８月３０日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２４日訓令第２号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日訓令第７号） 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２８日訓令第１０号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１１月２８日訓令第２５号） 

この訓令は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月２８日訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２７年１２月１日訓令第２２号） 

この訓令は、平成２７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日訓令第７号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年３月２７日訓令第１８号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年７月１日訓令第３９号） 

（施行期日） 

この訓令は、平成３０年７月１日から施行する。 



附 則（平成３１年３月３１日訓令第６号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１５日訓令第２号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月３０日訓令第４号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 


